
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
本巣市商工会（法人番号: 8200005003375） 

本巣市 (地方公共団体コード: 212181) 

実施期間 令和 4年 4月 1日～令和 9年 3月 31日 

目標 
①経営状態(特に、収益性指標としての利益や付加価値)を把握した上での事

業計画策定支援と、実行段階での伴走型支援を行う。 

②地域の特性を活かした積極的な事業展開や創業等の支援を行う。 

事業内容 

■地域の経済動向調査に関すること 

・管内の経済動向を調査・分析することより、管内企業の経営活動の動き・様子 

及び直面している経営上の問題点などの基本的な事項など、時流に応じたト 

ピックスについての意見や情報などを把握・分析し、小規模事業者に対して

適切かつ効果的な支援策を推進するための基礎的な資料としてより広く提供

することで、自社の経営課題等の気付きを与え、課題解決のための経営分析

につなげる。 

・また、商工会として地域内の情報を把握することで、その情報を活用して効果 

的な小規模事業者支援へと結び付けていく。 

■需要動向調査に関すること 

・地域の事業者の課題である収益性や持続的な経営という点に貢献できるよう 

な個々の新製品や新サービスに対する需要動向に関する調査を実施し、そ 

の新製品や新サービスの市場性などについて情報提供していく。 

■経営状況の分析に関すること 

・事業者の収益性の改善のために、経営状況の分析を事業者にとってよりわか 

りやすく、自社の課題が明確になるような結果報告ができるように改善し、経 

営計画策定への意識を高めていく。 

■事業計画策定支援に関すること 

・管内の事業者全体に対して、経営状況の分析から、一歩進めて、事業計画 

の策定への動機付けをするところから、具体的な事業計画策定・ブラッシュア 

ップまでを一貫して支援していく。 

・創業については、地域としての創業支援体制を活用し、当商工会がそのワン 

ストップ窓口として、西濃地域の創業支援体制とともに、着想段階から創業計 

画策定、さらには、創業後の支援までを一貫して支援していく。さらに必要で 

あれば、専門家によるブラッシュアップも実施していく。 

■事業計画策定後の実施支援に関すること 

・地域の経営状況の課題である収益性の向上や創業後の持続的な経営の実 

現のために、計画策定後、その計画が確実に実施されるよう、策定後の伴走 

支援を一貫して実施します。 

■新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・事業者のニーズとして、地域外とのマッチングを希望される場合が多く、東京 

や大阪などで開催されている既存の展示会等やオンライン上で開催されてい 

るテーマ型の展示会等への参加などを積極的に進めていく。 

連絡先 

本巣市商工会 

〒501-0406岐阜県本巣市三橋 1101-6 

電話:058-323-1010 メール:motosu@ml.gifushoko.or.jp 

本巣市 産業建設部 産業経済課 商工観光係 

〒501-0493岐阜県本巣市三橋 1101-6 

電話:058-323-7756 メール: sankei@city.motosu.lg.jp 
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(別表１) 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

(１)地域の現状及び課題 

①現状 

(1)位置・地勢 【南部は人口・産業の集積で、北部は山間地域】 

当商工会のある本巣市は、2004年2月1日に本巣町・真正町・糸貫町・

根尾村が合併して誕生しました。東西17km、南北43km、総面積374.65㎢

で、岐阜県の南西部のほぼ中央から北端に位置し、北部は福井県と県境

を、西部は揖斐郡に、南部は瑞穂市及び本巣郡北方町に、東部は岐阜

市、山県市及び関市と隣接しています。また、市域の8割以上が森林で占

められています。 

本巣市の西端を北部の山岳地帯からの大小河川のほとんどを合流する

根尾川が南へ貫流しています。この河川を灌漑用水として利用し、南部の

肥沃な耕地から全国的に有名な富有柿をはじめとして、梨・ミニバラ・まく

わうりなど、各種の農産物を豊富に生産しています。 

交通基盤は、市内を南北に縦断する国道157号を基軸として、東西に横

断する国道303号、418号、主要地方道関本巣線、岐阜大野線、岐阜関ヶ

原線で骨格を形成しています。 

本巣市役所からは、車で県都岐阜市まで20分ほど、副県都大垣市まで

は30分ほど、また、名古屋の中心部まで車で１時間20分ほどです。 

鉄道は、第３セクター樽見鉄道が南北に縦断し、住民の通勤、通学、買

い物等日常の移動手段となっています。樽見鉄道は大垣駅(ＪＲ大垣駅)を

起点に根尾樽見(所要時間約１時間)に至っています。 

市の南部は岐阜市に隣接する上、瑞穂市のJR穂積駅に車で20分ほど

のため住宅地や企業の工場等があり、旧真正町と旧糸貫町の面積を合わ

せると市全域の1割弱ですが、人口は約7割を占めるなど人口密度は比較

的高くなっています。一方で市の北部の旧根尾村区域は、山が全くない

旧真正町区域とは対照的で、大半を山林が占めています。 

なお、2009年には、東洋経済が発表する「住みよさランキング」で全国ト

ップとなっていたこともあり、市役所が実施した令和2年の市民アンケート調

査によると、「暮らしやすい」が84.3%と高くなっており、特に、29歳以下では

92.5%、30代で93.7%と若い世代において「暮らしやすい」という評価がとて

も高くなっています。 

 

(2)交通 【名古屋経済圏等への容易なアクセス】 

本巣市中心部からは、JR東海道本線の穂積駅を経由して、名古屋駅に45分ほどです。そのため、本巣市

南部は、名古屋経済圏の郊外型住宅地としても栄えてきました。 

さらに、東海環状自動車道の西回り区間の工事が進行しており、

2019年には本巣市の西側に隣接する大野神戸ICと大垣西ICの区

間が開通し、さらに、2024年度には、本巣市内の糸貫IC(仮称)も含

めた、西回り区間が開通することになっています。 

この東海環状自動車道西回り区間の開通に伴い、大きく交通環

境が整備され、名古屋や豊田方面も含め、幅広い中京経済圏の

一翼としての機能を持つ地域として期待されています。 
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(3)本巣市の人口推移 【減少傾向とともに平均的に高齢化】 

本巣市の人口は、2010(平成22)年までは増加傾向になっていましたが、2021(令和3)年８月末では、33,406

人となっています。 

本市の推計（岐阜県推計準拠）の場合、

30,000人を割り込むのが、2035(令和17)年に

なると見込まれ、2045(令和27)年には27,047

人になると予想されています。 

人口の年齢3区分別の人口推移を見ると、

2015(平成27)年と2045(令和27)年では、年少

人口(15歳未満)は14.3%から13.9%と微減する

ものの、生産年齢人口は57.9%から49.5%へと

大幅に減少し、老年人口は27.8%から36.6%と

増加することが予測されています。 

総人口が減少する中での老年人口の増加

であり、今後、高齢者が急増する社会を迎え

ることが予測されます。(本巣市「人口ビジョ

ン」より) 

 

(4)産業の構造 【製造業・建設業が多く、大規模商業施設が存在】 

経済センサスの産業大分類別人口の推移をみると、第１次産業、第２次産業人口は減少傾向にあります。

第３次産業人口は平成17年から平成22年にかけて減少しまし

たが、平成27年には増加に転じています。 

また、経済センサスの産業大分類別の事業所数を見てみる

と、「製造業」の比率が岐阜県平均30.3%に対して、本巣市は

57.7%と高い割合となっています。また、それに続いて、「建設

業」の比率も、岐阜県平均9.9%に対して、本巣市は15.1%と高

くなっています。加え、割合は小さいものの「サービス業(他に

分類されないもの)」の比率が岐阜県平均2.2％に対して本巣

市は4.2％と高くなっています。これは昨今、特に糸貫地域、

真正地域において理美容関連業(理容院、美容院、エステサ

ロン、ネイルサロン等)やIT関連業の創業が相次いでいること

が要因と考えられます。 

また、産業別事業所数の推移をみると、全体で減少傾向に

あり、特に卸売業、小売業の減少幅が大きくなっています。一

方で医療、福祉の事業所数が増加しています。(本巣市「第2次総合計画」後期基本計画より) 

また、商業の特徴として、幹線道路沿い（糸貫地域、真正地域）に複数のショッピングモールなどの大規模

商業施設があり、近隣市町村からも集客できる地域特性もあります。 

第１次産業    第２次産業    第３次産業  
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(5)収益状況 【赤字比率は改善傾向だが、やや高め】 

 2016年の経済センサスによると、本巣市内の事業者

のうち、赤字企業の比率は16.1%となっています。この

比率は、2012年の19.6%からは改善されていますが、

岐阜県の平均15.8%に比べて、まだ、やや高い比率に

なっています。 

 

(6)創業状況 【やや高めの創業比率で推移】 

 本巣市内の創業比率を見ると、2001年以降、岐阜県

及び全国平均よりも高く推移しており、創業しやすい環

境になっていることがわかります。「暮らしやすさ」という

地域の特徴もあり、創業比率が高くなっていることも要

因の１つとして考えられます。 

 当商工会でも、これまでの経営発達支援計画の実績

として、毎年5事業者の創業を支援してきており、それら

以外にも、当商工会の支援を活用せずに創業した事業

者もあります。 

 

(7)事業承継 【後継者がいるのは4割だが、廃業予定が約３割】 

当商工会が実施した、事業承継に関するアンケート(2020年)によると、本巣市内の事業者の事業承継に

関わる状況として、事業承継については、「後継者候補がいる」が39.2%で、そのうち「準備をすすめている」

のは15.7%となっています。 

逆に、「後継者候補がいな

い」が45.2%となっており、そ

のうち「将来廃業を検討して

いる」のは33.9%と全体の1/3

になっています。この傾向

は、全国的な調査結果と同

様の傾向となっています(日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に関するインターネット調

査」)。 

ただし、「後継者候補がいない」としても、第三者等への事業承継をして欲しいとしているのは、11.3%となっ

ており、親族以外の第三者承継という選択肢もあるという認識が拡がりつつあるようです。 

 

②課題 

(1)創業から安定的な経営状況に至るサポートの必要性 

本巣市内は、各種の統計から見ると、創業は多いものの事業者数が増えていない現実があります。創業後

の事業が順調に行けば、事業者数としても増加していくことが想定されますが、残念ながらそうはなっていな

いのが現実です。 

この背景には、(a)創業の前段階での事業計画が、安定的な経営につながる内容まで考慮できていない、

(b)創業期から安定的な経営に入るまでの経営のサポートが受けられていない、という2点があると考えられま

すので、創業の前段階から継続的な経営支援を充実させることが求められています。 

 

(2)収益性の改善を促進する支援 

 赤字企業の比率は16.1%と、岐阜県の平均15.8%に比べて、やや高い比率になっています。赤字が多いと、

結果的に財務体質が弱くなり、長期的な経営が難しくなります。結果として、自社だけでなく、顧客や取引先

にも影響が出てくることにもなります。 

 地域全体として、収益性を高めることは、結果的に地域の安定化・活性化にもつながることが期待できます

ので、個々の事業者にとって、収益性を高めていくための支援が潜在的に求められていると考えられます。 
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(3)事業承継への対応 

 本巣市内での事業承継に関する状況は、全国的な結果と同様の傾向となっていますが、約３割が廃業を

検討している状況は改善していく必要があります。創業比率が高い地域であるからこそ、創業予定者と廃業

予定者とのマッチングなども含めた様々な選択肢を提案し、支援していくことが求められています。 

 

(4)東海環状自動車道の糸貫IC(仮称)開設と西回り開通への対応 

 2024年度に、本巣市内に初めて高速道路のインターチェンジ開設と西回り開通により、運送網の充実及び

集客エリアの拡大が期待できます。これまで本巣縦貫道を中心としたルートから、東の中濃・飛騨方面、西の

養老・京阪神方面へと拡大することになるため、それらを見据えた準備を進めて行く必要があります。ストロー

効果ともいわれるようなマイナスの影響を回避していくために、積極的な経営を進めていく事業者を支援して

いくことも求められます。 

 

(5)本巣市の第2次総合計画(後期基本計画：2021（令和3）年4月～2026（令和8）年3月)との連携 

 本巣市では、2016（平成28）年3月に「自然と都市の調和の中で人がつながる活力あるまち・本巣」を将来

像に掲げた「第2次本巣市総合計画」を策定し、様々な施策を推進してきました。しかしながら、全国的な人

口減少、少子高齢化の進行に加え、IoTやAIなどの先端技術の急速な進展、異常気象等による自然災害の

増加や激甚化など、社会経済情勢が急激に変化することに対応していくため、前期基本計画から5年が経過

した、2021（令和3）年度から始まる「後期基本計画」を策定し、事業を推進しています。 

 「後期基本計画」では、4つの重点プロジェクトのひとつとして、「地域資源を生かした積極的な産業振興」を

掲げています。 

 商工業においての施策の基本方針として「本巣市における誘致企業は、重要な就労の場です。東海環状

自動車道の延伸を受け、交通の利便性が高まることから、今後も企業誘致を進めるとともに誘致企業の定着

を図り、市内の中小事業者など関連する産業振興に努めます。商業については、大型商業施設を中心とし

た商業空間の形成を促進し、市民にとって身近な個人商店などの小規模企業を支援するため、市内購買率

を高め、持続的な発展に向けた取組を支援し、活性化に努めます。」としております。 

具体的な「目標指標」として、①「オーダーメイド型企業誘致件数」(2019（令和元）年度:1社→2025（令和

7）年度末:累計2社)、②「企業展参加企業数」(2019（令和元）年度:17社→2025（令和7）年度末:20社)、③

「起業支援件数」(2019（令和元）年度:12社→2025（令和7）年度末:21社)といった指標を踏まえ、商工会と市

が連携していきます。 

 

(２)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①１０年程度の期間を見据えて 

【基本的な考え方】 

「小規模事業者の事業の利益拡大・付加価値向上に向けて、本巣市の地域特性を活かし、東海環状自動

車道の開通を大きなチャンスとして活用した事業展開や創業を継続的に支援し、収益率を高め、積極的な

事業展開をする事業者数の増加を図る」  
 

【具体的な方針～第Ⅰ期計画との違いも踏まえ】 

経営発達支援事業の第Ⅰ期計画においては、①収益性の改善による魅力ある事業への変革と、スムース

な事業承継への展開、②東海環状自動車道の延伸/開通と住みやすさ、産業の多様性を活用した創業の拡

大を重要テーマとして設定していました。これらの重要テーマを中心に、事業者の経営に対する意識を高

め、個々の事業者の経営課題に対して、適切な支援をしていくことで、「住みやすさ」だけでなく、「事業のし

やすさ」を高めていくことをゴールとして設定し、その達成に向けて、経営発達支援事業として取り組んできま

した。 

その結果として、収益性は改善しつつあり、創業者も多く出てきていますが、その割には事業者の数が伸

び悩んでいます。今後は、東海環状自動車道の開通が具体的に見えてきたことで、さらに積極的に産業の

活性化を進めて行くために、下記の方針を具体化していきます。 
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(1)東海環状自動車道の開通をきっかけとした産業の活性化 

本巣市では、2024年度に東海環状自動車道の延伸が予定されており、人やモノの流れが大きく増加する

ことが期待されます。東海環状自動車道糸貫ＩＣ（仮称）周辺を産業拠点とした展開も検討されており、既存

事業者の活性化及び新規の企業誘致等を進め、地域経済の活性化や市民の雇用の確保・拡大へつなげて

いきます。 

 

(2)大型小売店舗、ネット販売などとの棲み分けを意識した商業活性化 

本巣市の南部地域を中心に、商業が活性化しており、郊外型大型小売店舗やコンビニエンスストアの立

地が進んでいます。また、近年、ＥＣ（電子商取引）サイトの急速な発達や拡大するキャッシュレス決済への対

応など、これまで地域の商業を支えてきた個人商店などを取り巻く経営環境はますます厳しさを増していま

す。このため、商工会を中心に関係機関と連携し、個人商店などへの指導・支援、後継者や新規創業者の

確保・育成支援などを進め、商業の振興を図ります。 

 

(3)製造業を中心とした収益性の拡大 

本巣市の産業構造の特徴として、製造業の売上高構成比が57.7%と多く、地域経済の大きな柱となってい

ます。この製造業を中心に収益性を高めることで、持続的な経営が続く環境を創り出していきます。 

 

(4)創業の継続的な活性化 

 もともと創業比率が高い地域としての特性を、今後も継続していき、創業予定者にとって魅力的な地域であ

ることを特徴として持ち続けることが求められます。そのためには、市場や立地としての魅力だけでなく、支援

の手厚さなどの魅力ある地域であることを、実態として構築していきます。 

 

②本巣市総合計画との連動性・整合性 

 本巣市の「第2次総合計画」(後期基本計画：2021(令和3)年度～2025(令和7)年度)の「商工業の施策の基

本方針」として、「本市における誘致企業は、重要な就労の場です。東海環状自動車道の延伸を受け、交通

の利便性が高まることから、今後も企業誘致を進めるとともに誘致企業の定着を図り、市内の中小事業者な

ど関連する産業振興に努めます。商業については、大型商業施設を中心とした商業空間の形成を促進し、

市民にとって身近な個人商店などの小規模企業を支援するため、市内購買率を高め、持続的な発展に向け

た取組を支援し、活性化に努めます。」とあります。 

 ４ページの「⑵小規模事業者に対する長期的な振興のあり方の①１０年程度の期間を見据えて」にある内

容と、問題意識が合致しており、目指す姿も整合していることから商工会と市が連携した支援の実施が可能

です。 

 

③商工会としての役割 

 当商工会は、地域内小規模事業者に対して最も身近に支援できる組織です。そこで、以下の内容を踏ま

えながら、創業予定者も含めた小規模事業者の抱える経営課題を解決するための支援を実施し、地域内小

規模事業者の経営力を向上させていくために、次の役割を担います。 

 

(1) 経営状態(特に、利益や付加価値)を把握したうえでの事業計画策定支援 

変化する環境に対応し持続的な経営を進めるため、自社の経営を客観的にとらえる分析が重要であり、

特に、利益や付加価値を中心とした経営分析を確認したうえで将来に向かった事業計画の策定支援を

行います。  

(2) 積極的な伴走型支援と、支援機関及び支援施策の活用推進  

計画策定から実行支援まで一貫して伴走型支援を実施し、事業者の成長発展に向けた支援を実施し

ます。計画の過程で生じる様々な課題に対して各種関係機関と連携し、また有効な施策を活用して課

題解決を図ります。  
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(３)経営発達支援事業の目標 

以上の内容を踏まえて、当商工会では、市内の小規模事業者の今後１０年の中長期的な持続的発展を前

提として、今後 5 年間における経営発達支援の目標を、①経営状態(特に、収益性指標としての利益や付加

価値)を把握した上での事業計画策定支援と、実行段階での伴走型支援を行う、②地域の特性を活かした

積極的な事業展開や創業等の支援を行う、と設定します。 

 

① 経営状態(特に、収益性指標としての利益や付加価値)を把握した上での事業計画策定支援と、実行段

階での伴走型支援を行う 

・利益拡大、付加価値向上を目指すためには、自社の置かれている経営状況を分析し、そして将来を見

据えた事業計画を策定することによって、計画に基づいた経営を行うことが重要となります。 

・これまでも経営状況の分析と、それを踏まえた事業計画の策定には取り組んできたものの、特に、利益や 

付加価値に注目した分析に基づいた計画策定が十分ではなかったという反省があります。 

・今回は、特に、収益性を意識した利益や付加価値を意識した経営分析及び事業計画策定への意識付 

けをより強力に実施し、自社の経営を分析・把握しながら将来を見据えた事業計画を策定して、そして 

計画に基づいた経営を行うことができるよう、強力に伴走型支援を推進することで利益拡大・付加価値 

向上につなげていきます。 

(具体的な目標数値) 

(1) 自社の経営状況把握のため、経営分析(利益分析・付加価値分析を含む)を５年間で１７５件実施

する。 

(2) 本巣市内の小規模事業者社を選定し、５年間で 65社の事業計画を策定する。 

(3) 事業計画に基づいた積極的な実行支援を推進し、事業計画を策定した事業者の内、10％の事業

者の営業利益を前年同期比で増加させ、10％の事業者の付加価値額(営業利益＋人件費＋減価

償却費)を前年同期比で 1％増加させる。 

 

② 地域の特性を活かした積極的な新事業展開や創業等の継続的支援を行う 

・本巣市内は、創業が多い地域として、これまでも創業者の支援を継続的に実施してきました。 

・今後、激変する事業環境の中で、創業者だけでなく、既存事業者においても、環境変化に対応して、既 

存事業を随時見直し、必要に応じ、新しい事業へと展開を進めていくことが重要になります。 

・東海環状自動車道の開通など、新たな事業展開のチャンスに恵まれているという地域特性を活かしなが 

ら、創業を目指す地域内外の創業希望者の積極的な掘り起こしとともに、既存事業者においても、企業 

内起業なども含めた新たな事業展開を支援していきます。 

(具体的な目標数値) 

(1) 創業による事業計画策定支援を、年間５件実施する。 

(2) 既存事業者による新事業への展開に関する事業計画策定支援を、５年間で延べ 65件実施する。 

(3) 創業や新事業に関係する需要動向調査を、年間２社に提供し、策定する計画に反映する。 

(4) 創業と既存事業者の新事業展開により、５年間で延べ 15件の創業を実現させる。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

(１)経営発達支援事業の実施期間  (令和 4年 4月 1日～令和 9年 3月 31日) 

 

(2)目標の達成に向けた方針 

今後 5年間における経営発達支援の具体的方針を、下記の目標毎に設定し、積極的な支援を実施して

いきます。 

 

＜①経営状態(特に、収益性指標としての利益や付加価値)を把握した上での事業計画策定支援と、実

行段階での伴走型支援＞ 

・経営状態(特に収益性指標としての利益や付加価値)を把握したうえでの事業計画策定支援と、実行段

階での伴走型支援を行う。 

・巡回及びセミナー開催/個別相談会により、経営分析(特に、利益分析・付加価値分析)、事業計画策定

の重要性を周知し、理解につなげる。 

・経営分析による課題の抽出及び、その課題の解決を推進する事業計画についての策定支援の実施に

より利益拡大・付加価値向上を図る。 

・事業計画による進捗状況の把握及び事業計画実行に伴う、支援施策の情報提供と活用により、課題の

解決を図り、事業計画に基づいた事業実施を推進支援する。 

 

＜②地域の特性を活かした積極的な新事業展開や創業等の継続的支援＞ 

・地域の特性を活かした、創業や積極的な新事業展開等の支援を行う。 

・創業を目指す地域内外の創業希望者の積極的な掘り起こしとともに、新事業展開を目指す既存事業者

の事業計画策定及びフォローアップ支援により、小規模事業者の増加を図る。 

・創業や新事業に関連する需要動向調査を実施し、当該事業者へフィードバックを実施することで、効果

的な販路拡大策や事業リスクの低減につなげ、利益拡大と付加価値向上にもつなげていく。 

・創業支援や新事業への支援を、事業承継にも応用し、積極的に事業承継支援を実施し、小規模事業者

の維持にも結びつけていく。 

・商談会・展示会等を用いたブランド形成及びマーケティング、電子商取引等を活用することで、効果的な

販路拡大策の展開とともに、売上と利益の増加にもつなげていく。 
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Ⅰ．経営発達支援事業の内容  
 

３．地域の経済動向調査に関すること 

(1)現状と課題と解決の方向性 

[現状]  

・経済動向調査の現状は、国や県、日本政策金融公庫、全国商工会連合会や岐阜県商工会連合会、地

方金融機関（大垣共立銀行・大垣西濃信用金庫・十六銀行）などが実施している景況調査の活用・取りま

とめに留まっており、地域の経済動向調査の分析とは言えないものであった。 

・その取りまとめ報告書の周知に関しても会報による会員事業者への周知と、ホームページでの掲載のみ

で、広くかつ深く管内事業者への指導に適正に活用できているとは言えない状況であった。 

・行政機関等が取りまとめた統計調査等の結果の活用はできていたものの、ビックデータを活用した専門

的な分析ができていなかったとともに有効活用する仕組みができていなかった。 

[課題と解決の方向性]  

・管内の経済動向を調査・分析することより、管内企業の経営活動の動き・様子および直面している経営上

の問題点などの基本的な事項など、時流に応じたトピックスについての意見や情報などを把握・分析し、

小規模事業者に対して適切かつ効果的な支援策を推進するための基礎的な資料としてより広く提供す

ることで、自社の経営課題等の気づきを与え、課題解決のための経営分析につなげる。 

・商工会として地域内の情報を把握することで、その情報を活用して効果的な小規模事業者支援へと結び

付けていく。 

・今後利用が拡大する行政等のビッグデータ等を活用した専門的な分析ができるように体制を構築し、分

析結果を効果的な小規模事業者支援へと結び付けていく。 

 

(2)目標 

内容 現行 
令和 4

年度 

令和 5

年度 

令和 6

年度 

令和 7

年度 

令和 8

年度 

①「経営状況把握調査」(「独自調査」)

による経営動向把握の結果公表 
年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 

②二次データを活用した地域の経済

動向との比較による情報提供 
年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 

 

(3)事業内容 

①「経営状況把握調査」(「独自調査」)による経営動向把握 

・地域内の事業所の経営動向・景況動向などに関する情報を体系的に収集するために、今回実施した

「本巣市内小規模事業者アンケート」をベースに、以下の「経営状況把握調査」(以下「独自調査」と記載)

を年 1回実施する。同時に、地域内だけでなく、岐阜県内、全国等のレベルで、地域の経済動向や経営

動向に関する情報を総合的に収集、整理する。これらの市内事業所の調査結果と、岐阜県内、全国等と

の比較をベースとした分析により、本巣市内の特徴を抽出・分析し、結果を公表する。 

【調査対象】 

・管内小規模事業者 150社（製造業、建設業、卸売業・小売業、サービス業から各業種からの目標回収数

を 35社以上とする） 

【調査項目】 

・業種、景況感(短期・中期)、経営課題(売上/利益動向、財務動向、人材動向、事業承継動向など)など。

(全国レベルでの事業者向けの経済動向の調査や、岐阜県商工会連合会が実施する「中小企業景況調

査」(年 4回)などの調査と比較できるようにする) 

【調査手法】 

・調査票を郵送し返信用封筒で回収または、Webアンケートにて実施する 
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【分析手法】 

・経営指導員等が外部専門家と連携し分析を行う。なお、経年変化分析定点観測が可能になるように調

査項目をできるだけ固定化して、時系列の変化を比較分析するとともに、業種毎の比較により、業種毎の

特徴を分析する。 

 

②二次データを活用した地域の経済動向との比較による情報提供 

・下記のような岐阜県レベル、全国レベルでの調査資料等を活用し、業種構成を踏まえ関連する業界、業

態の情報を収集し、経年変化を分析します。さらに、可能な調査については、当商工会の「独自調査」と

の比較により、本巣市の特徴・傾向を分析し、年 4回公表します。 

・「小規模企業白書」（中小企業庁） 

・「中小企業景況調査」（全国商工会連合会） 

・「経済センサス」（総務省統計局） 

・「ぎふ経済レポート」（岐阜県商工労働部;毎月）、「景況調査」(岐阜県産業経済振興センター;四半

期)、「景気動向調査」(岐阜県中小企業団体中央会)、「だいしんビジネスてらすレポート」(大垣西濃

信用金庫：四半期)、「共立地域景況インデックス」(共立総合研究所：四半期)、「企業動向調査」(十

六総合研究所：四半期) 

・「RESAS(地域経済分析システム)」(経済産業省) 

※分析手法(例) 

・「地域経済循環マップ・生産分析」 →何で稼いでいるか等を分析 

・「黒字赤字企業比率」→地域の事業者の収益性を分析 

・「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

・「創業比率」→創業の割合と動向を分析 

 上記の項目を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映します。 

 

(4)成果の活用 

・情報収集、調査及び分析した結果は、商工会及び市のホームページに掲載し、広く管内事業者等に周知

します。 

・経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とします。 

・個々の事業者においては、自社の意識と周囲との意識のギャップを確認していただき、事業者内の対策へ

と具体化すると共に、次期商品・サービスの開発投資の決定や、設備投資の判断にも役立てもらうようにし

ます。 

 

４．需要動向調査に関すること 

(1)現状と課題と解決の方向性 

[現状] 

・現在は、巡回指導や補助金の申請などの際に、市場情報等の活字資料の提供や口頭などで情報提供

していますが、それらの情報が、収益拡大のきっかけや新製品・新サービスの開発といったところまでは

至っていません。 

・事業者の販売する個々の商品または提供するサービスの需要動向について、個別に把握する調査など

は実施していません。 

[課題と解決の方向性] 

・地域の事業者の課題である収益性や持続的な経営という点に貢献できるような、新たな取組み(※)に対

する需要動向に関する調査を実施し、その取組みに対する潜在需要や市場性などについて情報提供し

て行く必要があります。 

 

※想定する新たな取組みの内容 

・新商品の開発又は生産（既存商品の改良を含む） 

・新役務の開発又は提供（既存役務の改良を含む） 



１０ 

 

・商品の新たな生産又は販売方式の導入 

・役務の新たな提供方式の導入 

・事業転換による新分野への進出 

・上記によらず、その他の新たな事業活動による販路拡大や新市場開拓等、収益性や持続的な経営

という点に貢献できるような取組み 

[支援に関する考え方] 

 ・事業計画策定の前後を問わず、個々の事業者の新製品や新サービスに関わるニーズ調査を効率的かつ

スピード感を持って収集するため、インターネットの調査サービスを活用して、アンケートを実施します。 

 

(2)目標 

内容 現行 
令和 4

年度 

令和 5

年度 

令和 6

年度 

令和 7

年度 

令和 8

年度 

新商品、新サービス等の実施に関す

るインターネット等を活用した需要動

向調査実施件数 

- １回 ２回 ２回 ３回 ３回 

新商品、新サービスの実施等に関す

るインターネット等を活用した需要動

向調査対象事業者数 

－ 60者 60者 60者 60者 60者 

 

(3)事業内容 

個々の事業者の新製品・新サービスのターゲット層に対して、当該新製品・新サービスに対するニーズを

確認するために、インターネットを介してターゲット層の生の声を収集します。その当該調査の分析結果を、

個々の事業者に提供し、当該新製品・新サービスの事業計画に反映していきます。 

 

[手段・方法・サンプル数] 

新製品・新サービスのカテゴリーやターゲット、解決できる課題などによって、最適な調査の手法は変わる

ため、例示として、下記のような方法を検討します。 

 

①新製品・新サービスについて、または、それらの販売促進活動について、未発表の段階で、内部的に評価

を確認して実効性を確認する調査手法の例 

・確認したいことを調査項目として設定し、紙の調査票またはインターネット上の Google Formに調査

票を設定し、ターゲット層となりそうな関係者(商工会職員の知り合い等で守秘義務を守れる方)に依頼

し、その回答を集計します。 

・確認したいことについては、個々の事業者とともに確認して設定し、調査したい内容があぶり出される

ような、また、仮説として設定している内容を検証できるものとします。 

・数値や割合等の定量的な結果が必要と判断する場合は、回収サンプル数を 50以上としますが、感

想や評価などの定性的な結果を求める場合には、最低で 10サンプル程度でもよいものとします。 

 

②ターゲットが足元の商圏に限定せず、生活者のニーズがどんなところにあるか確認し、新製品・新サービス

の市場性を確認する調査手法の例 

・インターネット調査会社マクロミルのサービス「ミルトーク」の「きいてミル」サービスを活用して、ターゲッ

ト層の人々の生の声を集めます。 

・「ミルトーク」の「きいてミル」の概要:掲示板として、テーマを設定して、そのテーマに関する回答を収集

するサービス。無料プランの場合 100サンプル回収まで収集可能で、さらに、30サンプルまでの書き

込みの閲覧は無料です。有料で、データのダウンロードなども可能です。テーマによっては、数時間

で 100サンプル回収できるサービスを活用することで、スピード感をもって、新製品・新サービスへの

反映が可能になります。 
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・調査内容については、個々の事業者の新製品・新サービスに合わせて、知りたい情報がどんなことが

あるのかを検討し、設定します。例えば、新製品として中食系の「あたたかいうどん」を検討しており、

具体的なレシピを決めかねている場合、「スーパーやコンビニで、あなたが購入したい惣菜（レンジで

温めてすぐ食べられる）のうどんを教えてください」とテーマを投稿すると、「月見うどん、かき揚げうど

ん、肉うどん」といった声が返ってくる仕組みです。 

 

(4)成果の活用方法 

・回答として回収した内容やデータを前述の「３．地域の経済動向調査」の事業内容に示す外部機関の２

次データを合わせ、経営指導員から当該事業者にフィードバックして提供するとともに、そのデータから

検討している新製品・新サービスについての改良や販売促進の方法などを具体的に検討していきます。 

 

５．経営状況の分析に関すること 

(1)現状と課題と解決の方向性 

[現状] 

・本巣市内の事業者の収益性の改善のために、財務分析を中心とした定量的な経営状況の分析を進める

ことで、経営課題への意識を高めていますが、財務のこととなると分かりにくいなどの反応があり、分析を

したすべての事業者が経営計画策定にまで足を踏み出すまでは至っていません。 

[課題と解決の方向性] 

・これまで実施しているものの、事業者にとってより分かりやすく、自社の課題が明確になるような結果報告

ができるように改善し、経営計画策定への意識を高めていくことが必要です。 

 

(2)目標 

内容 現行 
令和 4

年度 

令和 5

年度 

令和 6

年度 

令和 7

年度 

令和 8

年度 

定量的/定性的 

経営状況分析事業者数 
32者 60者 60者 60者 60者 60者 

 

(3)事業内容(分析を行う項目、分析手段・手法) 

①定量的分析～財務情報を収集・分析し、タブレット等を活用した経営状況の診断 

・記帳指導(特に記帳機械化)をしている事業者については、商工会で比較可能な業種別データとの比較

により簡易的な財務分析をし、診断結果をフィードバックします。 

・また、経営指導員が記帳指導している事業者以外(非会員含む)に巡回訪問する際には、タブレット等の

携帯端末を持参し、「ローカルベンチマーク」(経済産業省)、「経営自己診断システム」(中小企業基盤整

備機構)等を活用し、簡易に経営状況を分析できるよう対応します。 

・決算書分析においては、直近 3期分の収益性、生産性、安全性及び成長性を主たる分析項目としま

す。その分析項目のギャップから、財務上の強み・弱みを確認していくこととします。なお、創業の場合

は、事業収支等の財務シミュレーションとして活用します。 

・分析結果は、データベース化し内部共有することで、経営指導員等のスキルアップにも活用します。 

 

②定性的分析～事業者の強みと市場の機会を発見 

・巡回指導、窓口指導を通じて、下記のような項目について情報収集し、定量的な分析とともに、定性的な

経営分析を行います。 

[市場] 

環境社会動向、政治動向、市場動向、技術動向など 

[競合状況] 

競合動向(顕在/潜在)、仕入先動向、販売先動向など 
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[知的資産] 

人的資産、組織・体制、経営方針、顧客ネットワーク、ブランド、ノウハウ、技術・技能、特許などの知

的財産など 

 

[設備状況] 

設備、遊休設備、不動産、工程/生産管理、ネットワーク、サーバーなど 

[創業の場合] 

創業の背景(経歴・キャリア、動機、将来目標)、ビジネスモデル、協力会社など 

  (※なお、定量的分析と、定性的分析が前後する場合もあります) 

 

(4)分析結果の活用方法 

・分析結果については、個別に分析結果を訪問して説明することになりますが、特に財務分析の結果等に

ついては、分析用語が出てくるなど、事業者が理解できない場合が多くあります。そのために、分析結果

を報告する際には、例えば、「売上営業利益率」であれば、「商品を 100販売して、いくらの利益が営業と

して残るのかを同業の会社と比較すると…」、「棚卸資産回転率」であれば、「要するに、在庫が多すぎる

かどうかを、同業他社と比較する数字ですので…」、というように、分かりやすく説明していくこととします。

その結果として、どんな点に、経営としては目を向けるべきなのか、について実感していただくとともに、

他社との比較の重要性や、自社の経営上の基準や目標の設定の大切さを理解してもらいます。 

・経営分析の手法としては、上記の項目をベースに、外部環境からの「機会」と「脅威」、内部環境からの

「強み」と「弱み」を分析する SWOT（強み・弱み・機会・脅威）分析を行い、そこから、クロス SWOT分析に

より、経営課題の方向性を探っていくステップとします。さらに、自社の強みと市場の機会から事業者の進

むべき方向性を定めます。 

・各支援機関(岐阜県商工会連合会岐阜・西濃ブロック広域支援室、岐阜県産業経済振興センター、岐阜

県よろず支援拠点、金融機関、税理士、中小企業診断士、弁護士等)等と連携し、各専門家の視点か

ら、小規模事業者の抱える経営上の課題を明確にしていきます。 

・これらの成果から、事業計画策定の重要性を理解していただくとともに、事業計画策定のセミナーなど、

計画策定の段階へと促していきます。 

・分析結果は、データベース化し内部共有することで、経営指導員等のスキルアップにも活用します。 

 

６-１．事業計画策定支援に関すること ①既存事業者への支援 

(1)現状と課題と解決の方向性 

[現状] 

・事業計画については、特に最近では、小規模事業者持続化補助金の申請に合わせて、事業計画策定

セミナーを開催しています。ただし、セミナーを開催しても、補助金申請や融資以外での事業計画策定

については、ほとんどないのが現実です。また、地域内の小規模事業者の多くはオンラインによる販路開

拓等に関心があるものの、「高齢化」、「知識不足」、「人材不足」等の理由により、ＩＴを活用した販路開拓

等のデジタルトランスフォーメーション（以下ＤＸという。）に向けた取組みが進んでおらず、商圏が近隣の

限られた範囲にとどまっています。 

[課題と解決の方向性] 

・事業計画の策定は、持続的な事業者の発展とともに、事業承継などにも活用できることから本巣市内の

事業者全体に対して、事業計画(経営計画)の策定の意識付けと策定支援が必要になっています。また、

セミナーに時間的な都合等で参加できない方のためにも、動画収録による配信なども、デジタル環境が

充実してきた現状では効果的であると考え、積極的に対応していく必要があります。加え、今後の事業計

画には、ITツールを活用したＤＸの推進の内容を盛り込む必要があるということを認識してもらい、取組

みを支援していく必要があります。 

[支援に対する考え方] 

 ・小規模事業者に対し、経営状況の分析だけではなく事業計画の策定への動機付けをするところから、具

体的な事業計画策定・ブラッシュアップまでを一貫して支援していきます。 
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(2)目標 

内容 現行 
令和 4

年度 

令和 5

年度 

令和 6

年度 

令和 7

年度 

令和 8

年度 

DX推進セミナー(個別相談会含む)の

開催回数 
- ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

事業計画策定セミナー(個別相談会

含む)の開催回数 
- ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

事業計画策定事業者数 10者 55者 55者 55者 55者 55者 

 

(3)事業内容(支援対象・手段・手法) 

①巡回指導・計画策定セミナー(個別相談会含む)による計画策定の動機付け 

・支援対象は、経営分析を行った事業者を対象とします。 

・巡回指導や窓口相談の際に、事業者に対して、事業計画策定

の意識付けをし、分析を行った事業者を中心に、事業計画策定

のセミナー(個別相談会含む)への参加を通じて、事業計画書策

定の「必要性」や「有益性」を理解して頂き、検討すべき事項を

明確化してもらいます。同時に、個別相談により、事業者の計画

策定への動機付けを深めていきます。 

・事業計画書策定において検討すべき事項として、「事業への想

い」「市場の機会/脅威」「自社の強み/弱み(定性・定量ともに)」

「目標(利益水準等)」「達成手段」「実施上の課題」などについて

の理解も進めていきます。また、事業承継についても意識させ、

「長期的な事業の引き継ぎ」、そのための「人材の育成」「事業

承継を意識した組織体制」などについても理解を進めていきま

す。 

・事業計画の策定において検討すべき事項として、DXに向けた

内容も盛り込むことを必須とすることで、生産性向上と競争力強

化ができる計画への理解と、具体的な計画策定へと結び付けていきます。具体的には、計画策定セミナ

ーに、DX推進の内容を盛り込むこととして、ＤＸに関する意識の醸成や基礎知識を習得するため、また

実際にＤＸに向けたＩＴツールの導入やＷｅｂサイト構築等の取組について、ＤＸ総論、中小機構の IT戦

略マップの活用、ＤＸ関連技術（クラウドサービス、ＡＩ等）や具体的な活用事例、クラウド型顧客管理ツー

ルの紹介、ＳＮＳを活用した情報発信方法、ＥＣサイトの利用方法等について具体的な内容を提供してい

きます。 

  また、下記に示す通り、事業計画策定セミナーの受講者に対して、経営指導員等が担当制で張り付き、

外部の専門家を交えて、確実に事業計画の策定につなげていきます。 

 

②経営指導員による計画策定支援 

・支援対象は、経営分析を行った事業者を対象として、事業計画策定に必要な検討事項(事業承継に関

わる内容も含む)に基づいて、事業計画書のストーリーを、事業者の考えを聞き出しながら、経営指導員

が伴走して計画策定を支援します。支援時には、特に、本巣市の事業者の課題である収益性の向上や

新事業への進出、事業承継等を意識し、その上で、事業の遂行に支障となる実施上の課題について、

課題の解決方法をアドバイスします。 

・特に収益性の課題については、持続的な発展のために、現在の利益の獲得状況をベースにして、次の

活動へつながる利益確保についても計画策定の内容として支援していきます。参考指標として、「ローカ

ルベンチマーク」(経済産業省)、「業種別経営指標」(中小企業実態基本調査報告書)、「小企業の経営指

実施の伴走支援

巡回指導
窓口相談

事業計画策定セミナー
個別相談

経営指導員による計画
策定支援

事業計画の必要性・
有益性の理解アップ

専門家による計画策定
支援

事業計画の策定

事業計画の
ブラッシュアップ

事業計画策定
の意識づけ

事業計画の実施へ
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標調査」(日本政策金融公庫)などを参考にして、適正な利益水準のレベルをアドバイスしていきます。 

 

③専門家によるブラッシュアップ 

・経営指導員は、専門家と共に、事業者の意思と実現可能性を考慮して、最終的な目的、目標、達成手段

を確認し、事業計画のブラッシュアップ支援をしていきます。 

・事業者の意向により、補助金の申請や、経営力向上計画や経営革新計画として、国、県の法承認、認定

に至るまで手厚く支援します。さらには、事業計画に基づく専門家派遣などの支援策の活用についても

アドバイスしていきます。 

・計画策定セミナーを受講した事業者の中から、DXについて取り組み意欲の高い事業者に対しては、経

営指導員等による相談対応・経営指導を行う中で必要に応じてＩＴ専門家派遣を実施し、具体的な計画

策定へと落とし込んでいくこととします。 

・なお、策定支援の回数は、経営指導員によるブラッシュアップ、専門家によるブラッシュアップを合算して、1

事業者あたり 3回を想定します。 

 

 

６-２．事業計画策定支援に関すること ②創業予定者への支援 

(1)現状と課題と解決の方向性 

[現状] 

・岐阜県西濃地域では、大垣商工会議所を中心に、西濃地域全体(商工会議所・商工会・自治体)で、創

業支援の体制が構築され、「西美濃地域創業支援ネットワ

ーク」として活動しています。この体制を活用し、創業支援

が最大の効果を上げるように活動しています。しかし、実

際に、本巣市内の創業率は高いものの、現在の商工会活

動の中では、年に数件の窓口での相談にとどまっているの

が現実です。 

[課題と解決の方向性] 

・創業に向けて、その着想段階からの支援ができるような体

制構築が求められています。まず「創業についての相談窓

口」としての認識を高める活動を進めるとともに、着想段階

から創業後までを手厚く支援することが求められていま

す。 

[支援に対する考え方] 

・地域としての創業支援体制を活用し、当商工会がそのワン

ストップ窓口として、西濃地域の創業支援体制とともに、着

想段階から創業計画策定、さらには、創業後の支援までを

一貫して支援していきます。 

 

(2)目標 

内容 現行 
令和 4

年度 

令和 5

年度 

令和 6

年度 

令和 7

年度 

令和 8

年度 

創業塾の開催回数 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

創業塾参加事業者数 - 15者 15者 15者 15者 15者 

創業計画策定事業者数 ５者 ５者 ５者 ５者 ５者 ５者 

 

 

実施の伴走支援

ワンストップ創業
支援窓口

の開設・相談対応

創業塾の開催
(西美濃地域創業支援

ネットワーク)

経営指導員による計画
ブラッシュアップ

支援

創業/第二創業に
向けた知識装備
事業計画策定

(必要な場合)
専門家による計画
ブラッシュアップ

支援

創業/第二創業計画の
ブラッシュアップ

(必要な場合)

創業/第二創業計画の
ブラッシュアップ

事業計画策定の
必要性理解

計画の実施へ
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(3)事業内容(支援対象・手段・手法) 

①ワンストップ創業・事業承継支援窓口の認知度向上 

・本巣市および西濃地域全体と連携した創業および事業承継の支援体制(西美濃地域創業支援ネットワ

ーク)が構築されているので、その中での位置付けとして、創業予定者/検討者とのワンストップの窓口とし

ての認知度を高めるために、商工会の広報ツール(ホームページやパンフレット等)はもちろんのこと、本

巣市のホームページなども活用して、着想段階の創業予定者の方の気軽な相談先としての認知度を高

めていきます。 

・その結果として、創業塾への参加とともに、創業計画策定までを支援できる関係性を、当商工会と創業予

定者の間で構築します。 

 

②創業塾の実施 

・管内で創業を予定している者や創業して間もない者を支援対象に当商工会を窓口として西濃地域全体

で、各支援機関・自治体・金融機関等が連携した「西美濃地域創業支援ネットワーク」において、「創業

塾」(一般向け、女性創業者向け)を開催します。また、岐阜県産業経済振興センターの開催する「創業

塾」関連の施策(ミニ勉強会等含む)にも参加を促します。 

また、下記に示す通り、創業塾に参加した事業者を中心に経営指導員等が担当制で張り付き、外部の専

門家を交えて確実に創業計画の策定につなげていきます。 

・「西美濃地域創業支援ネットワーク」での「創業塾」の内容は、「西美濃地域創業支援ネットワーク」で開発

した、「起業・創業ハンドブック」を活用し、創業・開業に向けた心構え、先行事例、必要な知識、手法を取

得するとともに、最終的に、創業計画を具体的に策定してもらうというものです。 

 

③経営指導員による計画策定支援 

・創業計画策定に必要な検討事項に基づいて、創業塾で作成した計画書を、事業者の考えを聞き出しな

がら、経営指導員が伴走して計画のブラッシュアップ支援をしていきます。その上で、事業の遂行に支障

となる実施上の課題について、課題の解決方法も含めてアドバイスしていきます。 

 

④専門家によるブラッシュアップ 

・支援依頼を受けた経営指導員は、必要であれば、専門家とともに、事業者の意思と実現可能性を考慮し

て、最終的な目的、目標、達成手段を確認し、創業計画をブラッシュアップ支援していきます。 

・事業者の意向により、創業補助金の申請などについても手厚く支援します。さらには、事業計画に基づく

専門家派遣などの支援策の活用についてもアドバイスしていきます。 

・策定支援の回数は、すでに創業塾で計画策定まで進んでいることから、③経営指導員によるブラッシュ

アップ、④専門家によるブラッシュアップを合算して、1事業者あたり 2回を想定します。 

 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

(1)現状と課題と解決の方向性 

[現状] 

・事業計画(既存事業者だけでなく、創業も含む)の実施については、前述の通り、策定自体の数は増えて

きていますが、策定後の伴走支援については、補助金等のあっせん等にとどまっているのが現実です。 

[課題と解決の方向性] 

・地域の経営状況の課題である収益性の向上や創業後の持続的な経営の実現のために、事業計画策定

後の伴走支援の充実が必要になっています。 

[支援に対する考え方] 

・計画策定後、その計画が確実に実施されるよう、策定後の伴走支援を一貫して実施します。 
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（2）目標 

内容 現行 
令和 4

年度 

令和 5

年度 

令和 6

年度 

令和 7

年度 

令和 8

年度 

事業計画策定後フォローアップ対象

事業者数(うち創業に関係する案件

数) 

15者 

(５者) 

16者 

(５者) 

17者 

(５者) 

18者 

(５者) 

19者 

(５者) 

20者 

(５者) 

頻度(のべ回数) 82回 90回 92回 94回 96回 98回 

営業利益額の前年比1%以上増加の

事業者数(事業計画策定の対象事

業について) 

５者 ５者 ６者 ６者 ７者 ７者 

 

（3）事業内容(支援対象、手段・手法) 

①経営指導員によるフォローアップ 

・経営指導員は、事業計画を策定した事業者全てを対象に、計画書策定完了後、５者は毎月１回、他の５

者は四半期に１回、他の５者は年に２回を基本頻度として、巡回指導及びその他の方法により、フォロー

アップを行い、進捗状況を把握して、カルテに記録して、共有します。 

・収益性の拡大と持続的な経営の実現を意識し、その進捗が芳しくない場合または収益状況が芳しくない

場合は、新たな支障が生じているとの推定のもと、直ちに巡回指導を行い、課題を把握するとともに、そ

の解消に向けた指導・助言を行います。経営指導員で解消が困難な課題である場合、窓口相談、または

専門家派遣を実施していきます。 

 

②専門家派遣によるフォローアップ 

・支援依頼を受けた経営指導員は、相談カルテ、策定された事業計画書に基づいて、対象となる小規模

事業者の意向により、専門家とともに、事業計画の実施上での課題解決だけでなく、経営革新計画や経

営向上計画についての国、県の法承認、認定などについても手厚く支援していきます。 

 

③資金面での支援・フォローアップ 

・立案、実施している事業計画を元に、必要な資金の調達においては、日本政策公庫や地域金融機関と

連携して、小規模事業者が持続的に事業を発展させていくために低利な資金を斡旋していきます。同時

に、調達後のフォローも随時実施していきます。 

 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（1）現状と課題 

[現状] 

・地域内のビジネスマッチングを促進する「もとまるビジネスフェア」を令和元年度まで開催していましたが、

ＢtoＢのマッチングでありながら、大規模商業施設内で一般公開として開催していたことに加え、新型コロ

ナの関係もあり無期限の中止になりました。その代わりに、インターネット上での本巣市内のお店や事業

所を一括検索できる便利な情報サイト「モトストモ」を立ちあげ、新しい販路拡大のプラットフォームを展開

しています。また、地域内の小規模事業者の多くはオンラインによる販路開拓等に関心があるものの、

「高齢化」、「知識不足」、「人材不足」等の理由により、ＩＴを活用した販路開拓等のＤＸに向けた取組が

進んでおらず、商圏が近隣の限られた範囲にとどまっています。 

[課題] 

・地域内でのマッチングを意識して需要開拓の活動をしていましたが、事業者のニーズとして、地域外との

マッチングを希望される場合が多く、東京や大阪などで開催されている既存の展示会やオンライン上で

開催されているテーマ型の展示会等への参加などを進めていく必要があります。また、今後、新たな販路

の開拓には、ＩＴツールを活用したＤＸの推進が必要であるということを理解・認識してもらい、取組みを支

援していく必要があります。 
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［支援の考え方］ 

 ・特に、ＢtoＢの新しいビジネスマッチングが実現でき、収益性の高い新製品や新サービスが提供できる体

制が構築できることを目標に、東京・大阪・名古屋で開催されるテーマ型の見本市や商談会に加え、イン

ターネット上でのオンライン商談会やマッチングサイトでの活動を推進していきます。 

・ＤＸに向けた取組として、顧客データや購買データを活用したデータに基づく顧客管理や販売促進、ネ

ットでの情報発信、ＳＮＳでの情報交流、ＥＣサイトの利用等、ＩＴ活用による営業・販路開拓に関するセミ

ナー開催や個別相談対応を行い、理解度を高めた上で、導入にあたっては必要に応じてＩＴ専門家派遣

等を実施するなど事業者の段階に合った支援を行っていきます。 

 

（2）目標 

内容 現行 
令和 4

年度 

令和 5

年度 

令和 6

年度 

令和 7

年度 

令和 8

年度 

マッチング促進活動参加企業数 15者 16者 17者 18者 19者 20者 

DX推進活動参加企業数 - 2者 3者 4者 5者 6者 

DX推進活動参加企業の売上増加率 - 10％ 10％ 10％ 10％ 10％ 

成約件数(商談レベルとして検討、 

見積もり依頼なども含む) 
2件 3件 4件 5件 6件 7件 

 

（3）事業内容(支援対象、手段・手法) 

①市外の事業者とのマッチングを促進する活動 

・本巣市外向けへネットを活用してアピールする場として、様々なマッチングサービスへの登録・出展など

を進めていきます。製品・サービスの内容や課題に合わせて、最適なマッチングサービス等を選択してい

きますが、例えば、製造系は、中小企業基盤整備機構の「J-GoodTech」や JETRO「国際ビジネスマッチ

ング TTPP」への登録、食品販売系は「バイヤーズガイド」や、ふるさと納税対象品としての登録を前提とし

た各種サイトへの参加などを進めます。 

・本巣市外向けにアピールの場として、様々な商談会や展示会への出展を進めていきます。 

・製品・サービスの内容や課題に合わせて、中小企業基盤整備機構の「新価値創造展」「中小企業総合

展」や、東海地区最大の「メッセナゴヤ」、金融機関なども参画する「ビジネスフェア」や「フードセレクショ

ン」などへの出展により、新しい商談先を獲得する活動を支援します。 

・個別事業者の事業展開に合わせて、出展先は検討します。なお、複数の共同出展の可能性等、幅広に

対応します。 

・出展にあたっては、参加させるだけではなく、商談会でのプレゼンテーションが効果的になるよう事前研

修を行うとともに、事後には、名刺交換した商談相手へのアプローチ支援など、商談成立に向けた実効

性のある支援を行います。 

[展示会等の規模、内容] 

展示会等名 出店者数 内容 

新価値創造展 約６００者 
中小企業の製品等をリアル展示会とオンライン展示会に分け

て１カ月提示し、ビジネスマッチングを支援 

中小企業総合展 50～90者 

ＧＩＦＴSHOW、FOODEX等様々な形態で開催され、中小企

業の開発した製品を展示し、ビジネスマッチングや販路開拓、

業務提携の支援 
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メッセナゴヤ 約２，０００者 

日本最大級の製造業、サービス業、情報通信業等の異業種

交流展示会（オンラインあり）であり、新規の販路開拓、契約受

注等を支援 

ビジネスフェア 様々 
全国各地で様々な形態で開催されており、パートナー、後継

者探し、新契約等のビジネスマッチングが主目的 

フードセレクション 約１，０００者 

食品を扱う事業者（製造、加工、販売）が一同に集結し、新商

品等、アイデア商品等を展示、ＰＲし（オンラインあり）、著名度

向上や収益増加等を図る。 

 

②DX推進による顧客管理や販路開拓、販売促進を促進する活動 

・DX推進のために、顧客管理や購買管理のデータ化を進める必要性や具体的な DX推進のための ITツ

ールや事例紹介等を、中小機構のＩＴプラットフォームなどの支援ツールを活用するとともに、IT 専門家

(IT コーディネーター､ソフトピアジャパン、ＩＴベンダーなど)と連携して、個別の課題に対して、顧客管理

や営業業務のデジタル化、SNS での情報交流、ＥＣサイトの開設など、個別の支援を進めていきます。必

要に応じ、DX関連の専門家派遣も実施していきます。 

・なお、ルート開拓の結果として、一事業者あたり年間３～７件程度の成約(検討、試作なども含む)を目標

とします。 

 

Ⅱ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組  

 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（1）現状と課題 

[現状] 

・当商工会の理事会と併設して、本巣市産業建設部長、本巣市金融協力会(本巣市内に支店を有する金

融機関の支店長の組織)、専門家として中小企業診断士及び商工会会長、副会長、筆頭理事、法定経

営指導員、経営指導員をメンバーとする「経営発達支援計画検討会」にて、年に一回、事業の成果報告

及び評価と見直しをしていだたき、その結果は総会に報告するとともに、商工会のホームページに掲載

し、商工会玄関にも掲示し、小規模事業者等の閲覧に供しています。 

[課題] 

・継続的に、第三者の視点も含めて PDCAを回していく必要があります。 

 

（2）事業内容 

・これまでの評価及び見直し体制を継続する形で、「経営発達支援計画検討会」にて、年に一回、事業の

成果報告及び評価と見直しをしていだたきます。 

・その結果は総会に報告するとともに、商工会のホームページに掲載し、商工会玄関にも掲示し、小規模

事業者等の閲覧に供していきます。 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（1）現状と課題 

[現状] 

・当商工会では、経営指導員・経営支援員が主体となって事業者支援を行う体制となっています。ただし、

喫緊の課題である DX 推進については、その進化発展をキャッチアップすべく努力していますが､まだま

だ未達の部分もあります。 

[課題] 

・これからの事業者への手厚い経営支援を実行していくには、職員全員が攻めの姿勢を持つこと、幅広い

知識の習得及び相談事例の一元管理による情報の共有化が必要になってきます。また、DX推進に向け

て、最新情報の収集など、今後の拡がりも含めた継続的なキャッチアップが必要となっています。 
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[事業の考え方] 

・全国商工会連合会・岐阜県商工会連合会が主催する研修に加え、中小企業大学校の主催する研修に

経営指導員が参加することで、売上げや利益を確保することを重視した支援能力の向上を図ることに加

え、岐阜県商工会連合会及び岐阜ブロック広域支援室と協力した育成施策とともに、本巣市商工会の業

務内において事例検討会やＯＪＴを通した情報共有を行い、支援能力の向上を図ります。 

・ＤＸ推進においては、ＤＸ推進取組みに係る相談・指導能力の向上のためのセミナー(Web での受講含

む)についても積極的に参加します。 

 

(2)事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 

【経営支援に関する能力向上の研修会】 

 経営指導員の支援能力の一層の向上のために中小企業大学校主催の各種研修、事業計画策定セミ

ナーや岐阜県商工会連合会主催の「経営指導員研修会」等に経営指導員を派遣します。 

 

【ＤＸ推進に向けたセミナー】 

ＤX推進のための資質向上のために、具体的な取組みとして、下記のようなセミナー等に参加します。 

[事業者にとって内部の生産性向上などの取組] 

ＲＰＡシステム、クラウド会計ソフト、電子マネー商取引システム等のＩＴツール、テレワークの導入、補助金 

の電子申請、情報セキュリティ対策等をテーマとしたセミナー(Webセミナー含む) 

[事業者にとって外部向け販路開拓、販売促進などの取組] 

ホームページ等を活用した自社ＰＲ及び情報発信方法、ＥＣサイト構築及び運用、オンライン展示会、ＳＮ 

Ｓを活用した広報、モバイルオーダーシステム等をテーマとしたセミナー(Webセミナー含む) 

[その他の経営指導員としての取組] 

中小機構等が提供する支援者向けの DX推進 (経営指導の方法、DX推進ツールの紹介、導入事例の 

紹介等) をテーマとしたセミナー(Webセミナー含む) 
 

【専門家派遣に同行】 

各種の支援を行う際には、岐阜県商工会連合会等が実施する専門家派遣事業を活用し、専門家と同行し 

て支援することにより、専門家のノウハウを吸収し、自身の支援のノウハウとして活用していきます。 

 

②事例検討会の開催やＯＪＴ制度の活用 

商工会として取り組む活動として、中長期的な視点での資質向上のために、全職員による「事例検討会」 

を定期的に開催し、職員相互の能力開発と資質向上を図ります。 

また、「ＯＪＴ」を通して支援策を検討することにより、各職員の支援業務に必要な「対話力」「診断力」「構想 

力」「編集力」「突破力」の５つの力のランクアップとともに、「DX推進力」のランクアップを目指します。 

 

③職員間のミーティング開催 

上記の外部講習会等に出席した経営指導員が順番で講師を務め、経営支援の基礎から話の引出し術に 

至るまで、また、DX 推進についても「事例検討会」等に合わせた「ミーティング」を開催して意見交換等を行う

ことで、職員の支援能力の向上を図っていきます。 

 

④データベース化 

経営指導員が、様々な経営課題や業種にも対応でき、経営分析、事業計画策定及び実施支援まで一貫 

してできるように案件を担当し、支援結果については、基幹システム等にデータ入力を随時行い、職員全員

が共有できるようにします。 

また、共有した情報は、組織のノウハウ資産としてカルテ・データベースとして、ストックし、いつでも見直し

や活用のできる体制を充実していきます。同時に、経営指導員以外の職員とも、カルテをデータベースとして

共有する形で支援情報の共有をすることで、支援能力の向上を図ります。 
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(別表２) 

経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

(令和６年４月現在) 

(１)実施体制(商工会の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達支援事業実施に係る

体制／商工会と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制等) 

 

本巣市商工会事務局・本巣市産業建設部体制図 
（令和 3年 10月 1日現在 本巣市商工会職員数：計 11名、本巣市産業建設部職員数:計 ５名） 

 

 

本巣市商工会 

←→ 

本巣市 
  

事務局長 1名 産業建設部長 1名 
  

法定経営指導員 3名 

経営支援員 3名 

臨時職員 4名 

産業経済課長 1名 

商工観光係長 1名 

商工観光係担当 2名 

 
 担当職名 現在の主な事務分掌 発達計画支援事業の事務分掌 

本
巣
市
商
工
会 

事務局長 

①商工会の運営 

②事務局の統括・外郭団体関連 

③補助金・会員体連携 

・事業全体の統括 

・事業における行政、支援機関等の調整 

・事業の収支予算の管理 

・研修会の受講等のスキルアップ関連 

法定経営指導員 

経営指導員 

①経営改善普及事業 

②講習会 

③決算指導 

・事業の円滑な推進に関わる業務全般 

・支援機関との調整に関わる業務全般 

・事業推進のためのデータ管理 

経営支援員 

①労働保険事務組合 

②軽微な経営改善普及事業 

③各種共済 

・事業の円滑な推進に関わる業務の補助 

・事業の推進に関わる事務全般 

・データ収集・管理に関する業務 

臨時職員 
①記帳指導 

②軽微な経営改善普及事業 

・経営発達支援計画におけるデータ収集・ 

管理 

 記帳指導におけるデータ収集及び分析 
本
巣
市 

産業建設部長 他 
①本巣市政の実施・管理 

②部・課の統括 

・商工会、外郭団体との連携調整 

・商工会補助金等、収支予算の管理 

・商工政策の推進、周知 

 

 

(２)商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指導員

による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

 氏 名:魚住 亮太 

 連絡先:本巣市商工会 

〒501-0406岐阜県本巣市三橋 1101-6電話:058-323-1010 

メール: motosu@ml.gifushoko.or.jp 
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②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援事業の実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見直し

をする際の必要な情報の提供等を行う。当計画の法定経営指導員については、会員・非会員を問わ

ず、地域内事業者に対して幅広い支援を行うため、３名の配置を行うこととします。 

 

(３)商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

  本巣市商工会 

〒501-0406岐阜県本巣市三橋 1101-6電話:058-323-1010 

メール:motosu@ml.gifushoko.or.jp 

 

②関係市町村 

  本巣市 産業建設部 産業経済課 商工観光係 

〒501-0493岐阜県本巣市三橋 1101-6電話: 058-323-7756 

メール: sankei@city.motosu.lg.jp 

 

 

(別表３) 

経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

(単位千円) 

 
令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 

必要な資金の額 53,240 53,740 55,400 55,900 56,400 

 

人件費等 

旅費、事務費等 

講習会開催費 

各種調査費 

販路開拓・拡大

支援事業費 

経営計画策定

支援費 

創業支援費 

41,200 

540 

1,500 

2,000 

2,500 

 

4,500 

 

1,000 

41,700 

540 

1,500 

2,000 

2,500 

 

4,500 

 

1,000 

42,200 

700 

1,500 

2,000 

3,000 

 

5,000 

 

1,000 

42,700 

700 

1,500 

2,000 

3,000 

 

5,000 

 

1,000 

43,200 

700 

1,500 

2,000 

3,000 

 

5,000 

 

1,000 

(備考)必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

①小規模事業指導費補助金 

岐阜県商工会連合会を通じ、岐阜県補助金として調達 

②商工会事業補助金 

本巣市を通じ、本巣市補助金として調達 

③自主財源 

商工会費、各共済受託手数料等を確保 

(備考)調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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(別表４) 

経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経営発達

支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

連携体制図等 

 

 


